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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２３年１２月１５日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  石 川 敏 行 

 

事故種類 火災 

発生日時 平成２３年６月６日 １２時３０分ごろ 

発生場所 高知県宿毛
すくも

市沖ノ島西方沖 

宿毛市所在の土佐沖ノ島灯台から真方位２８６°８.０海里付近 

（概位 北緯３２°４４.６′ 東経１３２°２３.５′) 

事故調査の経過 平成２３年６月７日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第十八妙 聖
みょうせい

丸、１９トン 

 ＭＺ２－３０７４（漁船登録番号）、有限会社高山漁業 

 １５.９５ｍ（Lr）×３.８９ｍ×１.４０ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、漁船法馬力数１６０、昭和６２年１０月８日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６９歳 

 一級小型船舶操縦士 

  免許登録日 平成２１年６月５日 

  免許証交付日 平成２１年６月５日 

         （平成２６年６月４日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 全損（沈没） 

 事故の経過 

 

 本船は、船長ほか乗組員６人（全員フィリピン共和国籍）が乗り組み、

上架して船体及び機関の整備を行うため、宮崎港に向けて沖ノ島西方沖を

航行中、平成２３年６月６日１２時３０分ごろ機関室から出火し、間もな

く主機が、続いて発電機が自然に停止した。 

船長は、救命いかだを降下し、機関室の密閉消火を試みたが、消火でき

ず、１３時１０分ごろ救命いかだでの避難を乗組員に指示したのち、海上

保安庁に通報した。 

船長及び乗組員全員は、１５時００分ごろ近くを航行中の引船に救助さ

れたのち、１７時１５分ごろ来援した巡視船に移乗し、宿毛港に搬送され

た。 

本船は、その後に到着した巡視船により、消火活動が行われたが、転覆

したのち、翌７日１０時２６分ごろ沈没した。 

 気象・海象 気象：天気 霧、風 ほとんどなし 

海象：海上 平穏 

 その他の事項  本船は、平成２３年３月１１日、主機シリンダカバー開放掃除、燃料弁

取替え、燃料ポンプ開放整備等を行ったのち、本事故発生まで燃料が漏れ

て発する異臭はなかった。 
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 本船は、平成２３年５月１３日ごろから配電盤の接地灯が点滅するよう

になったため、上架後点検修理を予定していた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

不明 

不明 

なし 

 本船は、沖ノ島西方沖を航行中、機関室内の電

気系統の漏電により、発熱又は短絡したことか

ら、出火して操舵室に延焼した可能性があると考

えられるが、本船が沈没したことから出火に至る

経過を明らかにすることはできなかった。 

原因  本事故は、本船が沖ノ島西方沖を航行中、機関室から出火したことによ

り発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・電線が束になっている箇所は、発熱するので、配電盤や電線の触手点

検、目視点検を励行し、変色した電線は早期に取り替えること。 

・定期的に電気系統の絶縁抵抗を測定して漏電の有無を確認すること。 

・電線が構造物その他と接触しないように注意すること。 

・初期消火が困難と判断した場合、救命いかだの準備及び海上保安庁へ

の通報を速やかに行うこと。 

・ふだんから緊急事態に備えて火災訓練を実施しておくことが望まし

い。 

 

 




